
（１）　基本方針

（２）　実施方法
ア　指導監査の種類

イ　一般監査における重点確認項目

ウ　監査結果通知の取扱い

〇評議員・役員の選任手続は適正か。
〇理事会・評議員会の決議の省略を行った場合には，その手続が適正に行われてい
るか。
〇法令または定款に定めるところにより，理事長等が，職務の執行状況について，
理事会に報告をしているか。
〇直接処遇職員等は，配置基準に基づく必要な職員が確保されているか。
〇消火訓練及び避難訓練は，各施設毎に定められた回数以上適切に実施されている
か。
〇食事摂取基準に基づく栄養管理を行った献立で給食は提供されているか。
〇不適切保育の未然防止及び発生時の対応について適切な体制が確立されている
か。（保育施設のみ）
〇園児の事故防止及び安全管理について適切な体制が確立されているか。（保育施
設のみ）
〇社会福祉法人会計基準に準拠した計算書類等を作成しているか。また適切な会計
処理が行われているか。
〇内部牽制体制が確立されているか。
〇法人で規定された経理規程に基づき，適正な運営が行われているか。

内容
法令・通知等の違反が認められる場合は，文書で指導し，改善結果の報告を求め

る。
法令・通知等の違反の程度が軽微である場合又は文書指摘を行わずとも改善が見

込まれる場合は，次回の監査において改善状況を確認する。なお，「口頭」とはい
うものの，事後の管理のため文書で通知する。

法令又は通知等の違反がない場合でも，法人運営について資するものと考えられ
る事項については，助言を行う。

【改善指導に従わない場合】
　文書指摘の指導を行い，定められた期限を経過しても改善が図られない場合は，社会福祉法第56条等の規定
に基づき改善勧告，勧告に従わない旨の公表，改善命令，業務の全部又は一部の停止命令，役員の解職勧告，
解散命令を行う。

法人運営

法人・施設会計

施設管理・処遇

効果的かつ効率的な指導監査を実施するため，「サービスの質の確保，利用者保護の観点等から重要と考え
られる項目」及び「令和３・４年度の一般監査状況から重要と考えられる項目」を抽出し，次のとおり，特に
重点的に確認及び指導を行う。

重点確認項目指導監査の項目

令和５年度指導監査実施計画

指導監査の種類

一般監査

随時監査

特別監査

指摘区分

文書指摘

口頭指摘

助言

社会福祉法人（以下「法人」という。）及び社会福祉施設（以下「施設」という。）に対する指導監査は，法人
及び施設の適切な運営実施並びにより良い利用者処遇の確保を図るため，厚生労働省が制定した，「社会福祉法人
指導監査実施要綱」「老人福祉施設指導監査指針」「障害者支援施設等指導監査指針」「児童福祉行政指導監査実
施要綱」「生活保護法保護施設監査要綱」等に基づき，従来通り根拠に基づいた客観性・妥当性のある指導監査を
実施することとする。

概要

　調査・確認等が必要と認められる場合には，随時，実地監査を行う。

　実地監査を基本として実施する（２－（３）及び（４）参照）。

一般監査の結果，運営等に重大な問題を有する法人及び施設，その他特に必要が
あると認められる法人及び施設に対し，随時実地監査を行う。



（３）　一般監査計画＿社会福祉法人

（４）　一般監査計画＿社会福祉施設等

令和５年度は児童福祉施設監査と同日に行われる「子ども・子育て支援法上の確認監査」を実施しない年度で
あるため，総計画数は前年度比で大幅減少予定である。

実施頻度

３年に１回

令和５年度は前年度同様に「介護・障害施設運営法人」が対象となる。また，令和４年度に実地監査を予定し
ていたものの「実地監査の中止」を行った法人に関しては，令和５年度に改めて実地監査を実施する。

6

前年比
実施頻度

実地 書面 実地 書面

子ども・
子育て
支援

16 1 0家庭的保育事業等 18

監査対象 対象総数
計画数

12

5

生活
保護

救護施設 2 0 -2

法

社会
福祉

計画的
-72

１年に１回

保育所(認可外除く) 84 73 11 +1 -1

保育所型認定こども園 6

0

児童
福祉

母子生活支援施設 1 1 0

認定こ
ども園

幼保連携型認定こども園

-1

老人
福祉

養護老人ホ－ム 2 2 0

特別養護老人ホ－ム 17 9 +2

-87

1 1 +1

4 3 -1

275 131

+1

特定地域型保育事業所 18 0 -15

特定教育・保育施設 112

5 0

0

３年に１回

-2

法 監査対象 対象総数
計画数

(実地監査)
前年比

12 -2

社福 社会福祉法人 70

ケアハウス 5 3

軽費老人ホ－ム

障害者支援施設



（５）　高知市特定教育・保育提供者業務管理体制一般検査への対応

子ども・
子育て
支援

令和５年４月現在，業務管理体制の届出を受ける保育幼稚園課にて，届出案件を精査中。これまで業務管理体
制一般検査を実施できていない状況であったため，保育幼稚園課と情報共有を行いながら，令和５年度に業務
管理体制一般検査をスタートさせることとする。

法 監査対象 対象総数 計画数

63
特定教育・保育施設の設置者
及び特定地域型保育事業者

72


	計画



